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１．研究計画の概要

本研究の構想、目的は、わが国の民事執行
法が採用している「平等主義」原則を他の実
体法制、手続法制との関連で再評価し、解釈
論、立法論的示唆を得ることである。 平等
主義を導入することの問題点は民事執行法
制定当時に議論されたにも関わらず、その後
特に問題視されることは少なかった。本研究
は、立法者の選択に問題がなかったのか、立
法時に懸念されていた問題が生じているの
か、それらがどのように解決されているのか
を、立法史、判例・学説の発展、統計資料等
の検討、他の手続、実体法との比較、諸外国
の法制度との比較検討を通じて明らかにす
ることを目的とする。さらには、今後の強制
執行制度のみならず、倒産や保全制度を含め
た債権回収法（手続法）、担保制度を含めた
融資制度（実体法）のあり方について示唆を
得ることも目的とする。

２．研究の進捗状況

（１）2008 年度は、ドイツ及びアメリカ合
衆国における民事執行制度の諸原則の歴史
的発展、理論的、比較法的分析を示す資料の
収集、整理作業を行った。その結果、19世紀
初頭のフランスで採用された平等主義が今
日においてもヨーロッパの様々な国におい
て模範とされていること、19世紀後半のドイ
ツで優先主義が採用された過程や、それに対
する現在の評価などを整理した。また、アメ
リカのさまざまな州における、担保執行制度
も含めた強制執行制度の概略や、優先主義の
採択について広く調査を行った。
（２）2009 年度は、特にアメリカにおける

強制執行、倒産制度と担保権などの実体法上
の優先権と債権者平等との関係に関わる実
務的な問題を検討し、日本法への示唆を得た。
例えば、汚染物質を排出する企業の倒産を例
に、一般債権者や債権者以外の者と担保権者
のいずれがコストを負担するのが適当かと
いう問題につき、法と経済学の議論をも参考
にしつつ、検討を行った。さらに、無担保債
権でありながら、優先的な地位が与えられて
いる扶養料債権の回収のメカニズムやその
理論的根拠を、近年の改正の政治的な背景に
立ち返りつつ研究を行った。これらの研究成
果については公表を行った。
（３）2010年度は、2009年度に開始した、
民法上の債権者平等の原則と、執行、倒産手
続上の債権者平等の原則の双方に関連する
詐害行為取消権に関する研究を続けた。そし
て、取消権者が事実上優先弁済を受ける現行
の詐害行為取消権を改め、多くの債権者が平
等弁済を受けることを可能とし、債権者に通
知・公告等で参加の機会を与えるべきである
という見解を示した。加えて、国際的な執
行・倒産が問題となる場面での国内外の債権
者の平等が問題となったケースについて、資
料収集を行った。

３．現在までの達成度

② おおむね順調に進展している。
（理由）

当初の計画にあった、ドイツ、フランスな
どのヨーロッパ諸国における民事執行の諸
原則に関する資料や、アメリカのいくつかの
州における執行制度をめぐる資料の収集を
進めることができた。

さらに、当初の計画を超えて、日本とアメ
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リカにおける、実体法と執行法、倒産法の全
ての場面に関わりうる個別の実務的な問題
について検討することができた。

他方で、当初の計画には、日本の執行制度
に関する統計的な資料の収集を試みること
も挙げていたが、その資料収集作業は順調に
進めることができていない。しかしながら、
この収集が困難であることは、当初からある
程度は想定しており、その場合の代替計画と
して揚げていた、実務家との意見交換、判例
収集を進める形で、研究を進めている。

４．今後の研究の推進方策
今後は、従来の調査結果を整理して、公表

に向けた準備を行う予定である。ただし、ア
メリカ、ヨーロッパの諸外国の執行制度につ
いては、文献が不足している箇所もあるので、
文献収集を引き続き行う予定である。

他方で、日本国内での統計資料の収集は、
時間と費用の面から困難であるので、判例の
整理や実務家からの意見聴取などの代替的
な方法で補う予定である。

５. 代表的な研究成果
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線）
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